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令和４年度税制改正要望項目（目次） 

 

 

第1 比例逓減税率の適用範囲は、現状に留めていただきたい。 

 

第2 焼酎甲類（連続式蒸留焼酎）の減税について検討していただき 

たい。 

 

第3 合成清酒の減税について検討していただきたい。 

 

第4 新型コロナウイルス感染症拡大に対し、酒税の負担軽減を検討 

していただきたい。 

 

第5 酒類の承認制度等の簡素合理化をしていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



酒税制度に関する要望書 
 

 

第１ 比例逓減税率の適用範囲は、現状に留めていただきたい。 
 

欧米諸国の規定では、ウイスキーはアルコール分４０度以上、 

スピリッツはアルコール分３７ .５度以上でなければならないと 

定められています。一方、わが国の酒税制度では、ウイスキーも 

スピリッツもともに、３７度未満には原則として比例逓減税率を 

適用しない（度数に比例して税額を下げない）こととされており、 

これにより国際的な整合性が保たれています。 

仮に、アルコール分３７度未満のウイスキー及びスピリッツにも 

比例逓減税率の適用を拡大した場合には、欧米諸国では存在 

し得ない低いアルコール度数のウイスキー及びスピリッツが、 

低い税額の適用を受けて低価格で商品化されることになります。 

このことは輸入品を不当な競争条件下に置くことになるため、 

諸外国から「国産品保護」や「貿易障壁」等といった非難が発生し、 

新たな国際問題に発展する公算が極めて強いと認められます。 

 
 

ウイスキー及びスピリッツの最低アルコール度数 

区 分 Ｅ Ｕ アメリカ 日 本 

ウイスキー ４０ 度 ４０ 度 ３７ 度 

スピリッツ ３７.５ 度 ４０ 度 ３７ 度 

※ 日本は、比例逓減税率が適用されるアルコール度数の下限値  

 
 
 

－１－ 

 



第２ 焼酎甲類（連続式蒸留焼酎）の減税について検討して 

いただきたい。 
 

焼酎甲類（連続式蒸留焼酎）は、わが国において長年にわたって、 

身近な大衆酒として親しまれてきました。 

しかし、焼酎甲類の現在の税率は、過去の度重なる増税により、 

大衆酒の域を超えた非常に高いものとなっております。 

このような中で、平成２６年４月、令和元年１０月と二度にわた 

って消費税が引き上げられましたため、酒税との併課に伴う影響が 

極めて大きいものになっていると認められます。 

 わが国の税負担の伝統的な考え方である応能負担の原則に立って、 

焼酎甲類の減税について検討していただきたい。 
 

 

第３ 合成清酒の減税について検討していただきたい。 
 

合成清酒は、わが国において長年にわたって、その固有の味わい 

及び性質により、独自のカテゴリーとして消費者に愛飲されてきた 

大衆酒です。 

しかるに、平成１８年度税制改正において、酒類間の税率格差の 

縮小という名目のもとに、合成清酒の飲用実態等を考慮すること 

なく、大幅な増税を強いられることとなりましたことは、大変遺憾 

であります。 

このような中で、平成２６年４月、令和元年１０月と二度にわた 

って消費税が引き上げられましたため、酒税との併課に伴う影響が 

極めて大きいものになっていると認められます。 

 市場規模も極めて小さな大衆酒である合成清酒については、消費 

者に過重な負担を強いることのないよう、減税を検討していただき 

たい。 
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第４ 新型コロナウイルス感染症拡大に対し、酒税の負担軽減 

を検討していただきたい。 
 

令和２年１月に発生した新型コロナウイルス感染症は、その後 

感染拡大が続いており、料飲店の休業や営業時間の短縮などを 

通じて、酒類消費は大幅に減少しております。これにより酒類メー 

カーは経営に深刻な影響を受けているため、影響の存続する間の 

措置として、酒税の負担軽減について検討していただきたい。 

 

 

第５ 酒類の承認制度等の簡素合理化をしていただきたい。 
 

酒類に関する承認、申告制度等手続きの簡素合理化をしていた 

だきたい。 

特に、以下の点について検討していただきたい。 

① 未納税移出承認申請の申告手続きの簡素化（継続的取引の 

場合に包括承認を可とする） 

② 酒類やもろみに不可飲処置を施す場合の都度承認を申告制 

又は届出制に移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

－３－ 

 




	01 令和４年度　酒税制度に関する要望書(蒸留酒)
	02 主要酒類の酒税等負担率表等（要望書最終頁）

